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行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート 

基　本　方　針 １ 市民に信頼される市政を実現しよう

重 点 項 目 １ 仕事の成果と市民の納得

推 進 項 目 ― 定期的な市民の声の把握

取 組 項 目 ８ 新たな市民満足度調査の実施【企画課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　定期的な市民の声の把握の観点から，市が実施している施策やサービスに対する市民の満足

度を把握するため，平成 22 年度に市民まちづくりアンケートを実施し，市の最上位計画であ

る「ふるさと龍ケ崎戦略プラン」に反映しました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　定期的に市民の声を把握し，市政に反映するため，前回のまちづくり市民アンケートの質問

項目を基本として，各課等で実施している市民アンケートと調整を行い，新たな市民意識調査

の質問項目を設定します。

　その後，市民満足度調査を実施し，次期の市の最上位計画を策定する際に活用するとともに，

市政運営に反映します。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　新たな市民満足度調査の

　質問項目の整理・実施

質問項目

の整理 実　施 結果 の反映

達成目標
　新たな市民満足度調査の質問項目が精査され，平成 26 年度に実施するとともに，市政に反

映しています。

2　平成 26 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

　前回の「まちづくり市民アンケート」の質問内容を精査し，新たな質問項目設定した市民満足度調
査を実施する。

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

（１）アンケート実施状況の把握

　　・各課で実施している市民アンケートの実施状況を把握する。

（２）関連する内容の精査、新たな質問項目の検討

　　・「各課アンケート」と「まちづくり市民アンケート」において，相互に関連する内容を精査し，

関係課と調整しながら社会経済情勢や市民ニーズの変化等を踏まえた新たな市民意識調査の質問

項目を設定する。

（３）新たな市民満足度調査の実施

　　・設定した調査項目において，市民を対象とした無作為抽出による市民満足度調査を実施する。

新規

進行管理シートの見方

「１　取組項目の内容」の取組事項で示す実施工程を

考慮した平成 26 年度の達成目標を記載しています。

目標達成に向けた具体的な取組事項について記載しています。



４　平成 26 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

□　順　調
■　概ね順調
□　遅れている
□　見直しが必要 

　個別の市民アンケート実施状況やアンケート質問項目の追加要望などを把握した上
で，質問項目を精査，設定し，「まちづくり市民アンケート」を実施した。集計・分
析結果を，各部署及び市議会議員にも配布し，情報の共有を図った。この結果を今後
の市政運営に活かしていく必要がある。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）アンケート実施状況の把握

　　・各課による市民向けアンケートの平成 26 年度実施予定について調査・把握した。

　　　〔平成 26 年度 各課によるアンケート実施予定〕

　　　　・市民が次世代に遺したい文化財アンケート

（２）関連する内容の精査、新たな質問項目の検討

　　・「（１）アンケート実施状況の把握」に併せて，まちづくり市民アンケートへの質問項目追加

　　　要望の把握を行なった。

　　・把握した各課によるアンケート実施予定及びまちづくり市民アンケート質問項目の追加要望の

　　　内容を精査し，関係課と調整しながら，「まちづくり市民アンケート」の質問項目を設定した。

（３）新たな市民満足度調査の実施

　　・設定した調査項目において，市民を対象とした無作為抽出による「まちづくり市民アンケー

　　　ト」を実施した。

　　　　対象者：市内在住の 18 歳以上の男女から 4,000 人を無作為抽出

　　　　回答率：44.8％（3,979件のうち 1,784件が回答）

　　　　　　　　※アンケート送付4,000件のうち 21通が返送のため，調査数は3,979件となる。

　　・集計・分析結果を、各部署及び市議会議員に配布し，情報共有を図るとともに，市広報紙　

　　　「りゅうほー」に掲載し，市民への周知を図った。

　ここで得た集計･分析結果を，次期の市最上位計画を策定する際に活用するとともに，今後の市政運

営に活かしていくものである。

目標到達度 目標達成 到達度 --- ％ まちづくり市民アンケートの実施

５　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

1,662,420 673,911 2,336,331

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

100 0 0 0

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民 1 人当たり（78,945 人） 22 9 31

②

③

６　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 

「１　取組項目の内容」の実施工程全体

に対する進捗状況を評価しています。

 ２で記載した取組事項に関する進捗状況及び推進して

いくための課題について，簡潔に記載しています。

 施策・事業の活動実績及び成果について，

 数値や表等を用いて記載しています。

当該事業コストについて，人件費を含め記載しています。単位コストについては，

全取組事項共通で「①市民 1 人当たり 78,945 人（平成 26.10.1 常住人口）」を

設定しています。

当該事業の実績を図るための指標を設定しています。

２で設定した達成目標について

・目標到達度：目標達成・目標未達成を記載。

・到達度：数値目標を設定した場合は，状況に応じて 0 ～ 100% を記載。それ以外は「 ---」。

　到達度の根拠のほか，目標達成できた（できなかった）内容を簡潔に記載。



行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート 

基　本　方　針 １ 市民に信頼される市政を実現しよう

重 点 項 目 １ 仕事の成果と市民の納得

推 進 項 目 ― 情報提供手段の充実

取 組 項 目 １ 積極的な情報公開【情報政策課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　情報提供手段の充実の観点から，市公式ホームページの充実を図り，平成 23 年度からツイッター・

フェイスブックの運用及びメール配信サービスを開始しました。

　また，平成 24 年度に市役所 3 階の情報公開室のリニューアルを行い，新たな情報公開室として開設

し，市政情報に関する書籍の充実を図りました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　市政運営の透明性の向上を図るため，新たな情報公開室に内部会議の資料及び会議録を備え付け，常

時閲覧可能とします。

　また，龍ケ崎市情報公開条例については，制定が予定されているまちづくり基本条例において規定す

る情報共有（市民の知る権利の保障）に沿った改正を行います。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　内部会議等の資料及び会議録

　の常時閲覧可

内部会議資料 等の常時閲覧 可

　情報公開条例の見直し・運用
条例の見直し 運用スタート

達成目標 　内部会議の資料及び会議録が常時閲覧可能になっているとともに，情報公開条例の見直しにより，市

民の知る権利を保障いたします。

2　平成 26 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

・法令等に基づく内部会議等の会議資料は，会議開催後 7 日以内に情報公開室に備えるものとし，そのうち，電

　子化されているものは，市公式サイトへも掲載し，会議録の写しは会議終了後１ケ月以内に情報公開室に備え

　るとともに，市公式サイトにも掲載する。

・今年度制定を予定しているまちづくり基本条例の基本理念・情報公開の規定及び積極的な公表等の取組との整

   合を図るため，情報公開条例の改正を行う。

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

（１）内部会議等の資料及び会議録の写しの常時閲覧

　　①市民への対応

　　　制度などについて，広報紙及び市公式サイトを通して周知を行う。

　　②各課等への対応

　　　・運用方法などを定期的（四半期ごと）に周知する。

　　　・課等別一覧表の見直し作業の依頼

（２）その他情報政策課が行う事項

　　　全員協議会室のみで利用可能である会議録の作成を支援するシステム（会議録作成システム）の使用状況

　　などを検証し，他の会議室での利用について検討を行う。

　　

（３）情報公開条例の改正

　　　庁内職員プロジェクト会議（グループ会議，全体会議，市民との意見交換会），パブリックコメント及び

　　政策推進会議・庁議によってまとめられたまちづくり基本条例の趣旨や積極的な公表等の取組を踏まえ，情

　　報公開条例の改正を行う。

　

1

新規

新規



３　平成 26 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

□　順　調
■　概ね順調
□　遅れている
□　見直しが必要 

　内部会議等の会議録及び資料の写しを情報公開室に整備すると共に，市公式サイト
にも掲載（電子化されているもの）し，常時閲覧を行った。情報公開にあたっては，
これまで会議録の作成に時間を要していたことから，新たに移動式の会議録作成シス
テムを導入し，作成時間の軽減を図った。今後は，決められた期日に資料等を整備し，
公表することが必要である。また，「まちづくり基本条例」の制定に基づき，本条例
（情報共有）との整合を図るため，情報公開条例の一部改正草案を作成し，改正に向
けた準備を進めた。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）内部会議等の資料及び会議録の常時閲覧　

　　①市民への対応

　　　情報公開制度の取組について，市公式サイトや広報紙りゅうほーに掲載し，周知を行った。　

　　②各課等への対応

　　　毎月，運用方法や公表対象となる会議資料の提供等に関する通知を行い，資料及び会議録の写

　　　しを情報公開室に整備した。また，電子化された会議資料についても，市公式サイトに掲載し

　　　た。　　

（２）その他情報政策課が行う事項

　　　会議録作成システムについては，システムを各会議で利用可能とするための移動式マイクシス

　　テムを導入し，併せてシステム利用のためのライセンスを追加し，利用の拡充を図った。

　　　

（３）情報公開条例の改正　

　　①まちづくり基本条例庁内職員プロジェクト会議への参加

　　　・まちづくり基本条例全体骨子に関する市民との意見交換会の報告

　　　・パブリックコメントにおける意見に対する市の考え方の確認

　　②改正草案の作成

　　　平成27年9月1日の条例施行に伴い，企画課の「関連条例等の見直しに関する調査」に基づき，

　　　法制上の整合性を確認し，改正する条項の洗い出しを行うとともに，改正の草案を作成した。

目標到達度 目標未達成 到達度 --- ％ 
まちづくり基本条例の制定・施行のス

ケジュールに基づくため

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

2,527,200 1,797,096 4,324,296

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

99 0 0 1

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民1人当たり（78,945人） 33 23 56

②

③

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 

会議資料及び会議録の写
しの公表件数（延べ件数）

平成 25 年度（会議資料：72件，会議録：90件）
平成 26 年度（会議資料：129件，会議録：126件）

2



行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート

基　本　方　針 １ 市民に信頼される市政を実現しよう

重 点 項 目 １ 仕事の成果と市民の納得

推 進 項 目 ― 情報提供手段の充実

取 組 項 目 ２ 出前講座の拡大【生涯学習課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　市民への説明機会の拡充の観点から，平成 24 年度に出前講座の講座メニューの見直しを行

い，「龍ケ崎市(まいど！My do！)出前講座」としてリニューアルし，ホームページなどにお

いて PR を行いました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　市民等の市及び市政に関する理解をより一層深めるため，市民や企業などとの協力・連携に

よる出前講座を実施します。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　市民・企業などとの連携による

　出前講座の実施

出前講座の実施

達成目標 　職員が行う講座以外に，市民及び企業などが行う講座も実施しています。

2　平成 26 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

　出前講座の拡充策として，人材バンクの見直し，整理を行い，一部については出前講座との統合を
含めたリニューアルを行う。活用策としては，市長とのタウンミーティングの際，その前段で地域住
民が希望するテーマに沿った講座を開催する。

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

（１）出前講座の拡充策

　　①人材バンク登録者の現況確認作業

　　②人材バンク登録講師一覧の広報紙掲載

　　③出前講座と人材バンクの統合の可能性検討

　　④出前講座メニューの各コミュニティセンターへの配付

　　⑤市公式ホームページの改善　

3



３　平成 26 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

□　順　調

■　概ね順調

□　遅れている

□　見直しが必要

　出前講座の拡充策として，人材バンクの一部を出前講座と統合する見直しを行うた
め，平成 18 年度以降未実施だった人材バンク登録講師の意向確認，活動状況調査を
実施した。協議の結果，統合は行わず，それぞれ並行して存続させることとした。人
材バンクの正確な活動実態の把握のため，毎年度末に登録者に報告を求める等の方策
を検討する必要がある。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）出前講座の拡充策

　　①人材バンク登録者の現況確認作業

　　　登録者（106 人）に，引き続き人材バンク登録を継続するか否かの確認と活動状況について，

　　　アンケートの形で調査を実施。市民からの問合せ件数についても回答を求め，集計表の作成に

　　　より，傾向等の把握を行った。

　　②人材バンク登録講師一覧の広報紙掲載

　　　アンケート調査の結果を整理して人材バンク登録講師一覧を修正し，平成 27 年 2月前半号の

　　　市広報で紹介。また，一覧表に加えて，新たに登録された講師の指導内容を写真付きで紹介す

　　　るなど工夫した結果，問合せが若干ながら増えた（H25 年度 23件，H26 年度 26件）。相乗

　　　効果で新たな人材バンク登録講座が７件あった。

　　③出前講座と人材バンクの統合の可能性検討

　　　出前講座が基本的に市の業務に関して市職員が市民の求めに応じて出向くのに対し，人材バン

　　　クは市民等が自分の知識，技能，経験を活かして講師として登録し，場合によっては受講者が

　　　講師に対する謝礼等を支払う仕組みで，根本的な違いがあるため統合は困難であると判断。そ

　　　れぞれ並行して存続させることとした。

　　④出前講座メニューの各コミュニティセンターへの配付

　　　地域でのコミュニティ活動の一助となるよう，各コミュニティセンターへ出前講座メニューを

　　　配付した（H26.10.22）。

　　⑤市公式ホームページの改善

　　　トップページに，「出前講座・人材バンク」のコーナーを追加し，市民が容易に利用できるよ

　　　う配慮した。

目標到達度 目標達成 到達度 --- ％ 人材バンクの見直し，整理

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

3,936 973,427 977,363

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

100 0 0 0

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民 1 人あたり（78,945 人） 1 13 14

② 人材バンク登録講師１人あたり（106 人） 38 9,184 9,222

③ 出前講座 1 講座あたり（68 講座） 58 14,316 14,374

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 

出前講座の活用実績   51件（平成 25 年度）　→　53件（平成 26 年度）　前年度比3.9%増
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行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート

基　本　方　針 １ 市民に信頼される市政を実現しよう

重 点 項 目 １ 仕事の成果と市民の納得

推 進 項 目 ― 広聴機能の充実 

取 組 項 目 ７ 新たな広聴制度の構築【市長公室】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　広聴機能の充実の観点から，市長への手紙など市民から寄せられる意見・要望のデータベー

ス化を行いました。

　また，市民から寄せられる意見・要望に対する市の考えや対応策等を市公式ホームページで

公表しました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　さらなる広聴機能の充実を図るため，市長への手紙・市政モニター・かたらい広場・タウン

ミーティング（市長との意見交換会）などを通して，より多くの市民の声の集約を行うととも

に，庁内での情報共有の強化を図ります。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　市民の声の集約・共有
　市民の声の 集約･共有

達成目標 　市民の声がデータベース化及び庁内での情報共有が図られ，市政運営に反映されています。

2　平成 26 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

・タウンミーティング（市長との意見交換会）等で出された意見・要望を職員の誰もが閲覧できるよ
　うにする。
・インターネット市政モニターのアンケート集計結果を職員の誰もが閲覧できるようにする。
・市長への手紙に寄せられた意見・要望について、毎月庁議に報告する。
・「かたらい広場」で出された意見・要望を職員の誰もが閲覧できるようにする。

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

（１）タウンミーティング（市長との意見交換会）等で出された意見・要望を職員の誰もが閲覧できるようにす

　　る。

　　・各課で行われているタウンミーティング等を調査する。

　　・タウンミーティング等の顛末書をデータベース化する。

　　・データベース化した顛末書を職員の誰もが閲覧できるようにする。

（２）インターネット市政モニターのアンケート集計結果を誰もが閲覧できるようにする。

　　・インターネット市政モニターのアンケート集計結果をデータベース化する。

　　・データベース化したアンケート集計結果を誰もが閲覧できるようにする。

（３）市長への手紙に寄せられた意見・要望について、毎月庁議に報告する。

　　・市長への手紙に寄せられた意見・要望について、毎月報告書として書類にまとめる。

　　・月に一度、月初めの庁議に報告書を提出する。

（４）「かたらい広場」で出された意見・要望を職員の誰もが閲覧できるようにする。

　　・かたらい広場の顛末書等をデータベース化する。

　　・データベース化した顛末書を職員の誰もが閲覧できるようにする。
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３　平成 26 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

□　順　調
■　概ね順調
□　遅れている
□　見直しが必要 

　広聴機能の充実を図るため，市民と市長が気軽に意見交換を行える場として，新た
に「かたらい広場」の運用を開始すると共に，意見交換会や懇談会などで市民から寄
せられた意見等を電子ファイル化し，庁内システム内に掲示することにより情報の共
有を図った。市政全般に対する意見・要望を行う「市長への手紙」については，各課
業務の手続きに関する質問等も寄せられることから，内容によって担当課から直接回
答することを検討する必要がある。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）タウンミーティング（市長との意見交換会）等で出された意見の閲覧

　　①市長との意見交換会　

　　　実施した全ての顛末書を電子ファイル化し，各部課等の長に送付するとともに，職員の誰もが

　　　閲覧できるように庁内システム内に掲示した。また，意見交換会の中で出された質問とその回

　　　答等を市公式サイトに掲載した。

　　　・9月 27日　長山地域コミュニティ協議会　　・11月9日   北文間コミュニティ協議会

　　　・11月9日　八原まちづくり協議会　　　　　・1月31日　馴柴まちづくり協議会

　　②龍ケ崎市インターネット市政モニターとの懇談会　 11月16日

　　　主な意見の要旨を作成し，電子ファイル化して誰もが閲覧できるように市公式サイトに掲載し

　　　た。

　　③各課で行われている市長との懇談会について，5 月30日に調査した。

（２）インターネット市政モニターのアンケート集計結果の閲覧

　　　実施した9件全てをデーターベース化し，市公式サイトに掲載した。

（３）市長への手紙の意見・要望の報告

　　　市長への手紙に寄せられた意見・要望について，庁議メンバーに報告し，市公式サイトに掲載

　　した。

（４）かたらい広場の意見・要望の報告　

　　　実施した全ての主な意見の要旨を電子ファイル化し，誰もが閲覧できるように市公式サイトに

　　掲載するとともに，庁内システム内に掲示した。　

　　　・5 月12日    おしゃべりサロン　　・5 月19日　 龍ケ崎市自治政策研究会　　他6 回

目標到達度 目標達成 到達度 --- ％ 市民意見等の庁内の情報共有化

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

162,282 4,769,008 4,931,290

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

100 0 0 0

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民1人当たり（78,945人） 3 61 64

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 

インターネット市政モニ
ターアンケート調査件数

　4件（平成 25 年度）　→　9件（平成 26 年度）

タウンミーティング及び
かたらい広場の開催件数

　20件（平成 25 年度）　→　13件（平成 26 年度）

市長への手紙の件数 　162件（平成 25 年度）　→　131件（平成 26 年度）
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行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート 

基　本　方　針 １ 市民に信頼される市政を実現しよう

重 点 項 目 １ 仕事の成果と市民の納得

推 進 項 目 ― 定期的な市民の声の把握

取 組 項 目 ８ 新たな市民満足度調査の実施【企画課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　定期的な市民の声の把握の観点から，市が実施している施策やサービスに対する市民の満足

度を把握するため，平成 22 年度に市民まちづくりアンケートを実施し，市の最上位計画であ

る「ふるさと龍ケ崎戦略プラン」に反映しました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　定期的に市民の声を把握し，市政に反映するため，前回のまちづくり市民アンケートの質問

項目を基本として，各課等で実施している市民アンケートと調整を行い，新たな市民意識調査

の質問項目を設定します。

　その後，市民満足度調査を実施し，次期の市の最上位計画を策定する際に活用するとともに，

市政運営に反映します。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　新たな市民満足度調査の

　質問項目の整理・実施

質問項目

の整理 実　施 結果 の反映

達成目標
　新たな市民満足度調査の質問項目が精査され，平成 26 年度に実施するとともに，市政に反

映しています。

2　平成 26 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

　前回の「まちづくり市民アンケート」の質問内容を精査し，新たな質問項目設定した市民満足度調
査を実施する。

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

（１）アンケート実施状況の把握

　　・各課で実施している市民アンケートの実施状況を把握する。

（２）関連する内容の精査、新たな質問項目の検討

　　・「各課アンケート」と「まちづくり市民アンケート」において，相互に関連する内容を精査し，

関係課と調整しながら社会経済情勢や市民ニーズの変化等を踏まえた新たな市民意識調査の質問

項目を設定する。

（３）新たな市民満足度調査の実施

　　・設定した調査項目において，市民を対象とした無作為抽出による市民満足度調査を実施する。
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４　平成 26 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

□　順　調
■　概ね順調
□　遅れている
□　見直しが必要 

　個別の市民アンケート実施状況やアンケート質問項目の追加要望などを把握した上
で，質問項目を精査，設定し，「まちづくり市民アンケート」を実施した。集計・分
析結果を，各部署及び市議会議員にも配布し，情報の共有を図った。この結果を今後
の市政運営に活かしていく必要がある。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）アンケート実施状況の把握

　　・各課による市民向けアンケートの平成 26 年度実施予定について調査・把握した。

　　　〔平成 26 年度 各課によるアンケート実施予定〕

　　　　・市民が次世代に遺したい文化財アンケート

（２）関連する内容の精査、新たな質問項目の検討

　　・「（１）アンケート実施状況の把握」に併せて，まちづくり市民アンケートへの質問項目追加

　　　要望の把握を行なった。

　　・把握した各課によるアンケート実施予定及びまちづくり市民アンケート質問項目の追加要望の

　　　内容を精査し，関係課と調整しながら，「まちづくり市民アンケート」の質問項目を設定した。

（３）新たな市民満足度調査の実施

　　・設定した調査項目において，市民を対象とした無作為抽出による「まちづくり市民アンケー

　　　ト」を実施した。

　　　　対象者：市内在住の 18 歳以上の男女から 4,000 人を無作為抽出

　　　　回答率：44.8％（3,979件のうち 1,784件が回答）

　　　　　　　　※アンケート送付4,000件のうち 21通が返送のため，調査数は3,979件となる。

　　・集計・分析結果を、各部署及び市議会議員に配布し，情報共有を図るとともに，市広報紙　

　　　「りゅうほー」に掲載し，市民への周知を図った。

　ここで得た集計･分析結果を，次期の市最上位計画を策定する際に活用するとともに，今後の市政運

営に活かしていくものである。

目標到達度 目標達成 到達度 --- ％ まちづくり市民アンケートの実施

５　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

1,662,420 673,911 2,336,331

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

100 0 0 0

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民 1 人当たり（78,945 人） 22 9 31

②

③

６　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 
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行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート 

基　本　方　針 １ 市民に信頼される市政を実現しよう

重 点 項 目 ２ 目指すべき職員像と経営強化

推 進 項 目 ― 職員の業務能力の向上

取 組 項 目 12 人事評価制度の推進【人事行政課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　職員の業務能力の向上の観点から，人事評価制度を推進するとともに，平成 22 年度には評

価結果が勤勉手当に反映する仕組みを構築し，平成 23 年度から運用しました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　職員の資質向上を図ることで，組織力を高め，より質の高いサービスを提供するため，人事

評価制度を推進します。

また，人事評価制度のレベルアップを図り，人事評価の結果を昇給及び昇格に反映します。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　人事評価制度の推進
人事評価制度 の推進

(昇給に反映） (昇格に反映)

達成目標 　人事評価の結果が平成 26 年度の昇給，及び平成 27 年度の昇格に反映されています。　

2　平成 26 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

平成 26 年度の人事評価結果を平成 27 年 4 月の昇給に反映させる。

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

（１）昇給案の作成
　・点数，配分（人数）制限等

　　
（２）反映後のシミュレーション等
　　・人件費の推移に関するシミュレーション
　　・関連規定改正案の作成

（３）予算要求措置　

　　・財政課との協議（予算額への反映）

　　・平成27年度当初予算要求への反映
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３　平成 26 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

□　順　調
□　概ね順調
■　遅れている
□　見直しが必要 

　人事評価結果の平成 27 年 4 月からの昇給への反映については，地方公務員法の改
正等により制度設計の再検討が必要となったことから実施を見送ることとなった。
　今後は，平成 28 年度からの昇給への反映に向けて，引き続き準備を進めながら給
与制度を充実させ，人材育成につなげていく必要がある。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）昇給案の作成

　　　国で実施している昇給案を参考としながら，市独自の昇給案（号給数・対象者）を策定した。

（２）反映後のシミュレーション等

　　　導入した場合の今後の人件費推移をシミュレーションし，財政負担の影響額を試算するととも

　　に，関連規定の改正案（素案）を作成した。

　　　また，平成 28 年 4 月施行予定の地方公務員法改正による関連規定について，現行の人事評価

　　制度と国の基準との相違点を整理した。

（３）予算要求措置

　　　平成 27 年度予算への評価結果による昇給分を反映した予算要求は見送ったが，平成 28 年度

　　から昇給分を反映して計上することとした。

目標到達度 目標未達成 到達度 －－－ ％ 人事評価結果の昇給反映

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

0 1,871,975 1,871,975

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

100 0 0 0

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民 1 人当たり（78,945 人） 0 24 24

②

③

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 

人事評価結果の昇給への
反映 評価結果を翌年度の昇給に反映している茨城県南地区の市：10市のうち4 市
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行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート

基　本　方　針 １ 市民に信頼される市政を実現しよう

重 点 項 目 ２ 目指すべき職員像と経営強化

推 進 項 目 ― 職員の業務能力の向上

取 組 項 目 13 新たな人材育成基本計画の策定【人事行政課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　職員の業務能力の向上の観点から，本市が目指すべき職員像や人材育成の方策などを定めた

「龍ケ崎市人材育成基本計画」を平成 24 年度に改正し，運用しました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　複雑・多様化する行政需要に対応するとともに，業務体制の変更などにも柔軟に対応するた

め，正規職員に加え非正規職員の育成も勘案した，新たな人材育成基本計画（人材育成戦略プ

ラン（仮称））を策定します。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　人材育成基本計画の推進

基本計画 の推進

　新たな人材育成基本計画

（人材育成戦略プラン

　(仮称)）の策定

新たな基本

計画の策定 新たな基本 計画の推進

達成目標
　正規職員及び非正規職員の人材育成を勘案した，新たな人材育成基本計画が平成 26 年度に

策定され，人材育成の取組が行われています。

2　平成 26 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

 新たな人材育成基本計画の策定

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

（１）新たな計画策定
　　①検討課題の整理
　　②他団体の取組研究
　　③新たな計画の作成
　　・骨子案の作成　
　　　人材育成基本計画策定等検討委員会幹事会に於いて協議し，検討委員会に諮る
　　・素案の策定

　　　人材育成基本計画策定等検討委員会幹事会に於いて協議し，検討委員会に諮り新たな人材育成

　　基本計画を策定
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３　平成 26 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

■　順　調
□　概ね順調
□　遅れている
□　見直しが必要 

　これまでの人材育成基本計画に基づく取り組みと課題を整理するとともに，全職員
向けの人事アンケートを実施し，龍ケ崎市職員人材育成基本計画策定等検討委員会等
での協議を踏まえて，新たな人材育成基本計画を策定した。
 　今後は，この計画をもとに職員自身が能力開発を行うことができる具体的な人事施
策を実行していくことが求められる。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）新たな計画の策定

　　①検討課題の整理

　　　平成 18 年に策定した人材育成基本計画に掲げる取り組みと課題を整理した。

　　②他団体の取組研究

　　　他団体の人材育成に関する取り組みや，民間を含めた先進事例などを参考とした。

　　③新たな計画の作成

　　　・職員の意見を聴取するため，職員向け人事アンケートを実施し，計画内に反映した。

　　　　調査実施日：平成 26 年 11 月 14 日～21 日　対象職員（人数）：正職員（429 人）

　　　・当該計画を人事政策の三本柱（人事管理計画・特定事業主行動計画）の一つとして位置づけ

　　　　た。

　　　・人材育成の 4 つの取り組み方針と，16 の具体的な人事施策を策定し，それを実行するための

　　　　スケジュールを計画内に明示した。

　　　・人材育成基本計画策定等検討委員会幹事会での協議や同検討委員会での審議を踏まえ，平成

　　　　27 年 3 月に「第2次龍ケ崎市人材育成基本計画」を策定した。

目標到達度 目標達成 到達度 --- ％ 人事育成基本計画の策定

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

0 898,548 898,548

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

100 0 0 0

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民 1 人当たり（78,945 人） 0 12 12

②

③

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 

職員研修実績
階層別研修：111 人（11 項目），専門研修：35 人（13 項目），
特別研修：486 人（6 項目）
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 行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート

基　本　方　針 １ 市民に信頼される市政を実現しよう

重 点 項 目 ２ 目指すべき職員像と経営強化

推 進 項 目 ― 職員の意識改革と資質向上

取 組 項 目 14 業務改善の推進【企画課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　職員の意識改革及び資質向上の観点から，職員の創意工夫により事務能率及び政策形成能力

の向上を図ることを目的として，職員提案制度を推進しました。

　また，職員の積極的な業務改善に資するため，職員提案制度と人事評価制度との連携を図り，

「チャレンジ加点」制度を設けました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　職員の創意工夫により事務能率及び政策形成能力の向上を図るため，引き続き，職員提案制

度を推進します。

また，各課等で率先的に職場内業務改善運動を推進し，全庁的な業務改善運動を展開します。

　さらに，業務の円滑化及び効率化を図るため，内部会議の統廃合を含めた見直しを行うとと

もに，会議の構成員についても見直しを行います。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　職員提案制度の推進
職員提案 制度の推進

　業務改善運動制度(仮称)の

　構築・運用

制度構築 運用スタート

　内部会議の統廃合及び構成

　員の見直し

内部会議の

見直し

運用スタート

達成目標
　有効な提案が実行に移され，多方面でその効果が発揮されています。

　また，内部会議の充実により，業務の効率化が図られています。

2　平成 26 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

・職員提案制度の採用提案実施を推進して，市民サービス向上及び経費削減・歳入増加等を図る。
・業務改善運動制度（仮称）を施行して，ボトムアップの活発な提案提出と業務改善の取組みによ
　り，行政経営の効率化を図る。
・前年度に見直し・統廃合された内部会議の業務効率化が図られている。

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

（１） 職員提案制度の推進

　　①本年度もワーキングチームを活用した提案者のプレゼンテーション機会の創出や提案内容の実

　　　施状況を確認するとともに，未実施提案の課題解決を行う。

　　②今後も提案提出の気運が高まるよう，チャレンジ加点に続く新たなインセンティブや制度運営

　　　手法について，他市町村等の事例を調査・研究する。

（２）業務改善運動制度（仮称）の構築・運用

　　①前年度に実施した先進自治体の情報収集結果を再検討するとともに，職員提案制度との相違点

　　　を整理する。

　　②進捗が遅れていた制度設計については，前年度の職員提案制度における採用提案（ぷち提案制

　　　度）と当該制度の類似性等を精査して，上記①の結果を考慮した運用スキームを作成する。

　　③制度概要や提案方法等を周知して，随時提案による行政経営の効果・必要性等を奨励する。

（３）内部会議の検証

　　前年度の見直し結果について，各種会議の運用・効率状況を再確認する。
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３　平成 26 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

□　順　調
□　概ね順調
■　遅れている
□　見直しが必要 

　職員提案制度では，提案提出の勧奨とメリットの周知を目的として，全職員の個人
メールアドレスあて通知するとともに，提案募集期間中は庁内システムを活用して定
期的に周知を実施した。業務改善運動（仮称）については，職員提案制度との差別化
に向けた検討作業と制度構築が今後必要となる。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）職員提案制度の推進

　　①提案提出数増に向けて，各部から推薦されたワーキングチーム構成員による提案提出の勧奨等，

　　　積極的な制度推進を展開した。

　　②新たなインセンティブや制度運営手法の調査研究については，他市町村等（香川県，愛知県，

　　　東京都府中市，山梨県甲府市等）の褒賞規程や制度の実施状況を調査・研究した。

　　　褒賞にあたっては賞金等の授与が多かったことから，それら以外の新たな仕組み〔（例）庁内

　　　ベンチャー〕等について，今後も継続調査・研究と検討が必要であると考えられる。

（２）業務改善運動制度（仮称）の構築・運用

　　①前年度に実施した先進自治体の情報収集結果を再検討し，職員提案制度との相違点を整理した。

　　②制度構築については，平成 25 年度職員提案制度採用提案（ぷち提案制度）と当該制度の類似

　　　性について精査し，複数案を年度末までに作成した。

　　　しかし，素案作成に時間が要したこと，各案の懸案事項について協議・検討が未実施であった

　　　こと等により，年度内中の制度施行に至ることができなかったことから，作成内容を改めて検

　　　討し，次年度中に運用スタートを図っていく。

　

（３）内部会議の検証

　　各種内部会議の運用状況等について適否の確認を実施した。

目標到達度 目標未達成 到達度 --- ％ 業務改善運動（仮称）の施行

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

0 1,048,306 1,048,306

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

100 0 0 0

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民 1 人当たり（78，945 人） 0 14 14

②

③

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 

職員提案制度：提案提出
件数

平成 25 年度：22件（自由提案）
平成 26 年度：17件（自由提案 11件（不受理 1件含む），課題提案 6件）
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行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート

基　本　方　針 １ 市民に信頼される市政を実現しよう

重 点 項 目 ２ 目指すべき職員像と経営強化

推 進 項 目 ― 定員管理の適正化

取 組 項 目 15 人的資源の最適配分の推進【人事行政課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　定員管理の適正化の観点から，平成 26 年 4 月 1 日までに市職員を 460 名とする第 5 次定

員適正化計画を推進しました。その結果，平成 23 年 4 月 1 日には市職員が 452 人となり，

計画の目標を前倒しで達成したことから，目標の見直しを行い，平成 26 年 4 月 1 日までに市

職員を 425 人とする第 5 次定員適正化計画（改訂版）を策定しました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　総人件費を抑制するとともに，より簡素で効率的な行政運営を図るため，第 5 次定員適正化

計画（改正版）を推進し，市職員の適正配置を図ります。

　また，業務ごとにそれを担う職員像を明らかにしたうえで，人材配置計画（仮称）を策定し

ます。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　第 5 次定員適正化計画

　（改正版）の推進

 　定員適正化 計画の推進

　人材配置計画(仮称)の策定

人材配置計画

 （業務内容の

の策定    人材

明確化） 

配置計画の推進

達成目標

　第 5 次定員適正化計画（改正版）を推進し，平成 26 年 4 月 1 日には市職員が 425 人に

なっています。

　また，業務ごとにそれを担う職員像を明らかにしたうえで，正職員に加え，非正規職員の配

置を含めた，新たな人材配置計画（仮称）を平成26年度に策定し，運用しています。職員採

用も当該計画に従って，行われています。

2　平成 26 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

人材配置計画（仮称）の策定

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

（１）人材配置計画（仮称）の策定
　　①これまでの定員適正化計画の実績と現状分析
　　②任用形態の整理
　　　・組織年齢構成の分析と今後の推移シミュレーション
　　　・任用別職員数の推移
　　　・専門職の在り方について検討
　　③人件費のシミュレーション
　　　・任用別人件費の調査
　　　・これまでの人件費の分析と今後の推移シミュレーション
　　④適正な定員管理に向けた取り組み
　　　・中長期的な視点からの人材配置計画（仮称）の策定
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３　平成 26 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

□　順　調
■　概ね順調
□　遅れている
□　見直しが必要 

　これまでの定員削減を中心とした計画から，事務事業の増減に対応できる柔軟な人
員計画とし，専門的・期間限定的職員や臨時・非常勤職員を含めた，職員全体の所要
人員に主眼を置いた内容とした。

　人事政策の三本柱である「人材育成基本計画」及び「特定事業主行動計画」と相乗
させるかたちで，「市の政策の実現に結びつく人員確保」を目指していく。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）人材配置計画（仮称）の策定
　　①これまでの定員適正化計画の実績と現状分析
　　　第5次定員適正化計画の取り組み結果と正職員や専門的・期間限定的職員等の現状分析を行った。

　　②任用形態の整理
　　　任用形態を整理し，組織年齢構成の分析と今後の推移シミュレーション，任用別職員数の推移
　　及び専門職の在り方について，当該計画に反映した。

　　③人件費のシミュレーション
　　　計画案に基づく職員構成による人件費見込を試算し，人員の増減による影響額を分析して当該
　　計画に反映した。

　　④適正な定員管理に向けた取り組み

　　　・当該計画を人事政策の三本柱の一つとして位置づけた。

　　　・当該計画には，3つの職種構成（正職員，専門的・期間限定的職員及び臨時・非常勤職員）と
　　　　総人員数を定め，事務事業の増減にどれくらいの人員が必要かを測り，柔軟に対応する計画
　　　　とした。
　　　・計画の名称を「人員配置計画」から「人員管理計画」とした。

目標到達度 目標達成 到達度 －－－ ％ 人材管理計画の策定

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

0 898,548 898,548

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

100 0 0 0

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民 1 人当たり（78,945 人） 0 12 12

②

③

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 

職員数（正職員） 　426 人（H26.4.1 現在）　→　431 人（H27.4.1 現在）
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行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート

基　本　方　針 ３ 効率的で質の高い市政を実現しよう

重 点 項 目 ５ 市民の視点から捉えた事務事業の総点検

推 進 項 目 ― 行政評価システムのレベルアップ

取 組 項 目 41 新たな行政評価制度の構築・推進【企画課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　行政評価システムのレベルアップの観点から，第 5 次総合計画の進行管理は施策評価で行い，

評価結果を翌年度の事業や予算に反映するとともに，ふるさと龍ケ崎戦略プランの基礎資料と

して活用しました。

　また，事務事業評価の一環として，平成22年度及び平成23年度に事業仕分けを実施し，事

務事業の見直しを行いました。

　施策評価及び事業仕分けの結果は，広報紙及び市公式ホームページに掲載し，幅広く公表し

ました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　ふるさと龍ケ崎戦略プランの進行管理は，これまでの施策評価を見直し，施策及び事務事業

を一体的に評価する新たな施策評価を実施します。

　また，ふるさと龍ケ崎戦略プランに位置づけられていない事務事業の見直しについては，新

たな事務事業評価を構築し，実施します。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　新たな施策評価の実施
新たな施策 評価の実施

　新たな事務事業評価の

　構築・実施

制度構築・試行 新たな事務 事業評価の実施

達成目標
　施策評価と事務事業評価を実施し，施策及び事務事業に反映されています。

　また，行政評価の結果がわかりやすく公表されています。

2　平成 26 年度の達成目標と取組事項 
達
成
目
標

　・各施策とそれに関連する事務事業を一体的に評価できる施策評価を実施する。
　・行政改革大綱 後期アクションプラン掲載事業を対象とした事務事業評価を実施する。　

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

（１）施策評価の実施
　　① 一体的な評価のための評価シート
　　　　ふるさと龍ケ崎戦略プランに掲載する各施策及び関連する主要事業について，昨年度より導

入した、各施策と関係する主要事業，またそれらに関わる各指標とを互いに関連づけた「進捗
状況評価シート」「進行管理シート」による評価を引き続き運用する。

　　　・進捗状況評価シート…各施策ごとに作成するシート
　　　・進行管理シート…各主要事業ごとに作成するシート
　　② 評価のステップ
　　　　外部視点での評価を取り入れた以下のステップにより施策評価を実施する。
　　　・担当課による自己評価（シートの作成）
　　　・企画課による評価内容の精査　　・第１次評価　行政経営推進会議
　　　・第２次評価　行政経営推進本部　・第３次評価　行政経営評価委員会
（２）新たな事務事業の構築・実施

　　持続可能な地域経営を目指すため，ふるさと龍ケ崎戦略プランとともに，政策実行の両輪に位

　置付ける行政改革大綱の後期アクションプラン掲載事業を対象に，事務事業評価を新たに実施す

　る。

　　実施に当たっては，事業の可視化等に向けて，昨年度導入した，コスト情報や成果実績等を明

　確に示す「進行管理シート」を使用していきながら，上記（１）②と同様，外部視点も取り入れ

　た評価ステップを踏んでいくものとする。
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３　平成 26 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

■　順　調
□　概ね順調
□　遅れている
□　見直しが必要 

　昨年度の評価過程における協議・意見等を踏まえ，評価基準の見直しを実施した。
今後は，取組みが遅れている主要事業などについて，重点的に推進を図ると共に，成
果に基づく評価など，一層の充実にも努めていく必要がある。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）施策評価の実施

　①一体的な評価のための評価シート

　　　　昨年度より導入した「進行管理シート」及び「進捗状況評価シート」により施策と主要事業

　　　について一体的に評価を進めると共に，よりわかり易い情報提供ができるよう，重点戦略ごと

　　　に総括した「重点戦略総括シート」を新たに作成した。

　②評価のステップ
　　　　各主要事業の所管課において各シートによる内部評価を進めるのと並行して，客観的な視点

での評価となるよう，近隣市町の実績データとの比較（ベンチマーキング）を実施した。

　　　また，外部視点を取り入れた評価となるよう，市民公募を含めた委員からなる行政経営評価委
員会での最終評価を受けた。

（２）新たな事務事業の構築・実施
　行政改革大綱・後期アクションプラン掲載事業について，昨年度導入した進行管理シートを用い
た内部の各評価ステップを踏んだ後，第２回行政経営評価委員会（9月25日開催）において外部視
点を取り入れた最終評価を受けた。

目標到達度 目標達成 到達度 --- ％ 施策評価，事務事業評価の実施

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

60,857 3,818,828 3,879,685

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

100 0 0 0

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民 1人当たり（78,945人） 1 49 50

②

③

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 
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行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート

基　本　方　針 ３ 効率的で質の高い市政を実現しよう

重 点 項 目 ５ 市民の視点から捉えた事務事業の総点検

推 進 項 目 ― 各職場における業務の総点検

取 組 項 目 42 情報資産の利活用【情報政策課・健康増進課】

１　取組項目の内容

前期アクショ

ンプランの取

組結果

　各職場における業務の最適化の観点から，平成 23 年度に中央図書館の図書検索システムを

更新する際，システム運用経費の削減及び広域化の事務統合などが可能となる，クラウドシス

テムを導入しました。

後期アクショ

ンプランの取

組内容

　既存システムを更新する際は，引き続き，費用対効果を検証したうえで，順次クラウド化を

推進します。

　また，基幹系システムなどの情報管理について，コストの適正化の観点から，必要な情報が

どのような形状で管理・保管されているのかなどを把握し，情報資産利活用が可能となるデー

タベースシステムを導入します。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　クラウド化の推進
クラウド化の 推進

　情報資産利活用システムの

　構築・導入

情報資産利活用 システムの検討 構築・導入

達成目標
　既存システムを更新する際は，費用対効果を検証したうえで，クラウド化が図られています。

　また，情報資産利活用システムが構築され，コストの適正化などが図られています。

2　平成 26 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

１　クラウド型健康管理システム導入（平成 26 年 10 月まで）
２　情報資産利活用データベースシステムの導入（平成 27 年 3 月まで）

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

（１）クラウド型健康管理システム導入

　　　健康増進課が主体となり進めている健康管理システムの更新作業を技術的な側面から支援する。

　　　特に，クラウド型採用に関する事業者との調整や既存インフラの活用について積極的な支援を

　   行う。

　　【具体の取組内容】

　　　①ワーキングへの参画

　　　②事業者との協議

（２）情報資産利活用データベースシステムの導入

　情報システム全体の最適化や番号制度の効率的で効果的な導入を実現するため，本市の情報連

携基盤となる「情報資産利活用データベースシステム」を新たに導入する。

　　【具体の取組内容】

　　　①導入にあたっての方針整理，仕様書（案）の検討

　　　②事業者への情報提供依頼（ＲＦＩ）

　　　③機能要件整理

　　　④企画提案（ＲＦＰ）募集

　　　⑤導入作業進捗管理

19

新規



３　平成 26 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

■　順　調
□　概ね順調
□　遅れている
□　見直しが必要 

　健康管理システムについては，クラウド型のシステムを採用し，10 月 1日から新
しいシステムが稼働した。
　情報資産利活用データベースシステムの導入については，プロポーザルにより構築
業者を選定。平成 27 年 4 月から運用予定である。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）クラウド型健康管理システム導入

　　　所管課となる健康増進課と連携しながら，クラウド型システムの採用を前提に協議，契約手続

　　き等を進め，プロポーザルを経て構築業者を選定し，契約を締結。10 月 1日から新しいシステム

　　が稼働した。

　　　内容的にもクラウド型の採用により業務効率化にもつながるシステムを採用することができた。

（２）情報資産利活用データベースシステムの導入

　　　先進事例の研究や先進自治体が参加する住民情報基盤研究会への参画を通して導入にあたって

　　の方針整理を行い，仕様書や機能要件等をとりまとめ，それに基づきプロポーザルを実施した。

　　　その結果を踏まえ優先交渉権者を選定し，要件定義等を経て契約を締結，構築作業に着手した。

　　　本市の情報連携の共通基盤，また，統合データベース等として構築を行った。

目標到達度 目標達成 到達度 --- ％ システム導入

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

8,373,672 10,707,694 19,081,366

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

89 11 0 0

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民 1人当たり（78,945人） 107 136 243

②

③

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 

クラウド型システムの導
入件数

龍ケ崎市：６件（図書館情報システム，被災者支援システム，ホームページ
作成システム，総合福祉システム，健康管理システム，情報資産利活用デー
タベース）
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行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート

基　本　方　針 ３ 効率的で質の高い市政を実現しよう

重 点 項 目 ５ 市民の視点から捉えた事務事業の総点検

推 進 項 目 ― 民営化・民間委託の推進

取 組 項 目 43 指定管理者制度等の推進【企画課・市民協働課・中央図書館】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　民営化・民間委託の推進の観点から，指定管理者制度を導入する公の施設について検討を行

いました。平成 26 年度に総合運動公園に指定管理者制度の適用を目指すこととしました（完

了）。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　平成 26 年度に総合運動公園等のスポーツ関連施設に指定管理者制度を導入した。他の公の

施設についても指定管理者制度の適用について検討を行い，順次，民間活力を積極的に活用し

ます。

　また，社会福祉法人等の民間活力を導入し，旧大宮保育所及び旧北文間保育所跡地に，私立

認可保育所を開設します。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　指定管理者制度の推進

（総合運動公園等へ適用，

　順次活用）

指定管理者制度

(総合運動公園

の推進

等に適用) 順次 活用

　民営活力の導入

（旧北文間及び旧大宮保育所跡地

　に私立認可保育所を開設）

民間活力の

(私立認可保育

導入

所の開設)

達成目標
　指定管理者制度及び民間活力の導入などに伴い，民間事業者による公共サービスが展開され

ています。

2　平成 26 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

平成２７年４月１日から指定管理者による龍ケ崎市市民活動センター及び龍ケ崎市立中央図書館の運
営業務を開始する。

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

龍ケ崎市市民活動センター及び龍ケ崎市立中央図書館の指定管理者制度業務開始準備

①申請要領・仕様書の確定（４月下旬～５月下旬）

②申請要領等の配布（６/２０～７/２）・現地説明会の開催（７/１）・申請受付（７/１４～

　７/１８）

③申請書類確認・申請者の申請条件の確認（～７月下旬）

④指定管理者選定委員会の開催（８月上旬）

　申請者の申請条件の確認結果の報告及び承認と申請者からのプレゼンテーションの実施

⑤指定管理者選定委員会の開催（８月下旬）

　申請書類等やプレゼンテーションを勘案し，優秀者を指定管理者候補者としての選定

⑥第４回市議会定例会での指定管理者の決定（１２月下旬）

⑦指定管理者との協定の締結，事務引継（平成２７年１月中旬～）
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３　平成 26 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

■　順　調
□　概ね順調
□　遅れている
□　見直しが必要 

　議会での議決を経て，中央図書館及び市民活動センターの指定管理者を決定するこ
とができた。決定後，来年度からの管理運営のための基本協定及び年度協定を締結し，
業務引継ぎを完了させた。今後は，各施設における管理運営がサービス向上や利用者
の安全対策等，所期の目的に沿って行われているかのモニタリングが重要となる。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

①申請説明会の開催（7/1）→中央図書館 20者，市民活動センター 11 者が参加

②指定管理申請書の受付（7/14～18）→中央図書館 8 者，市民活動センター 4 者から申請

③指定管理者選定委員会の開催（8/4，8/7）

　学識経験者や公募市民等で構成する指定管理者選定委員会において，各施設の申請者から管理運営

に係るプレゼンテーションを受けた後，管理運営計画に関するヒアリングを実施した。　

④指定管理者選定委員会による指定管理者候補者の選定（8/29）

　選定に当たっては，指定管理者選定委員会において，審査基準表に基づきながら，各施設の申請者

の評価を行った。この結果，中央図書館では，最も評価の高かった「シダックス大新東ヒューマン

サービス㈱」（77.6/100点）が，市民活動センターでは，「特定非営利法人 茨城県南生活者ネット」

（71.1/100点）が指定管理者候補者として選定された。

⑤仮協定の締結

　選定結果に基づき，両施設の指定管理者候

補者を決定した後，当該候補者との間で仮協

定を締結した。

⑥指定に関する議案上程

　第 4 回定例会において，両施設の指定管理

候補者が指定管理者として議決された。

⑦指定管理者との協定締結，業務引継ぎ

　各施設の指定管理者との間で，基本協定，年

度協定の締結及び業務引継ぎを行い，来年度か

らの指定管理者制度適用に係る準備業務を全て

完了させた。

目標到達度 目標達成 到達度 --- ％ 指定管理者制度適用準備完了

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

0 25,983,006 25,983,006

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

100 0 0 0

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民 1 人当たり（78,945 人） 0 330 330

②

③

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 

22



行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート

基　本　方　針 ３ 効率的で質の高い市政を実現しよう

重 点 項 目 ５ 市民の視点から捉えた事務事業の総点検

推 進 項 目 ― 市民サービスの向上

取 組 項 目 44
窓口サービスの機能強化【市役所本庁舎 1 階及び 2 階の担当課

（市民窓口課など）・情報政策課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　市民サービスの向上の観点から，住民情報基幹系システムの再構築を行い，転入転出の手続

きや，各種証明書の発行が 1 箇所で行うことができるシステムへの変更及び整備を行いました。

これに伴い，総合的窓口が平成 23 年度に開設されました。

　また，平日昼間に市役所に来庁することができない市民のために，平日夜間及び休日の窓口

開設を平成24年度に試行的に実施しました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　市民サービスの向上の観点から，引き続き，平日夜間及び休日の窓口開設を実施します。

また，既存のシステムを更新する際，他の部門のシステムとの連携を図り，窓口サービスの

充実を図ります。

　このほか，総合運動公園などのスポーツ施設のほか，文化会館その他の公共施設もインター

ネット予約の拡充を図ります。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　平日夜間及び休日の窓口開設
平日夜間・ 休日の窓口開設

　システム連携の強化
システム連携 の強化

　公共施設インターネット予約

　の拡充

インターネット 予約の拡充

達成目標
　平日夜間及び休日の窓口開設，システム連携の強化，公共施設インターネット予約の拡充に

伴い，窓口サービスの機能強化が図られています。

2　平成 26 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

・更なる市民サービスの向上を目的にフロアーマネージャー並びに市民窓口課職員のスキルアップを
　目指します。
・健康管理システム更新にあわせた健診受付の円滑化
・公共施設インターネット予約拡充の方針確認

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

（１）市民サービスの向上

　　①窓口業務の平日夜間・休日開庁の実施

　　　・今後も引き続きデータの収集を行い対象業務等の再検証

　　②フロアーマネジャー並びに市民窓口課職員のスキルアップ

　　　・総合案内用マニュアル作成

　　　・市民窓口課職員の研修

（２）健康管理システム更新にあわせた健診受付の円滑化

　　　健康増進課が主体となり進めている健康管理システムの更新作業を技術的な側面から支援する。特に，他システムとの円

　　滑な連携やクラウド型を採用したことによる市民サービス向上策について積極的な支援を行う。

　　【具体の取組内容】

　　　①ワーキングへの参画

　　　②事業者との協議

（３）公共施設インターネット予約拡充の方針確認

　　　・現行システムの利用状況や指定管理制度導入の動向等の検証

　　　・他市町村類似施設の事例調査

　　　・新たなシステム導入の可能性や現行システムの改善等について担当課と協議　
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３　平成 26 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

□　順　調
■　概ね順調
□　遅れている
□　見直しが必要 

　平日夜間延長，休日開庁の本格的なスタートに伴い，職員のスキルアップのための
応対マニュアルの作成や研修会を実施した。公共施設インターネット予約拡充につい
ては，具体の方向性を固めるに至ってはいないが，引き続き，現行システムの運用主
体である茨城県との情報共有を図りながら拡充策を検討していく。　

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）市民サービスの向上

　　①窓口業務の平日夜間・休日開庁の実施
　　　試行期間での検証結果を踏まえ，実施内容を下記のとおり決定し，今年度から本格的に当該
　　サービスをスタートさせた。平日夜間は24 日，休日開庁は12 日実施した。
　　　来庁者数は，対前年度比で，夜間では236人増，休日では40人増となった。これは，当該
　　サービスが市民に浸透してきたものと思われる。

開庁日時 開庁窓口
来庁者実績

平成 26 年度 平成 25 年度

平日

夜間

毎月第2･4木曜日

17時15分～19時

本庁舎１階（全9課）

２階（教育総務課・生涯学習課）
43.9人／日 34.0人／日

休日

開庁

毎月第3 日曜日

9時～16時
市民窓口課 51.7人／日 48.3人／日

　　②フロアマネージャー並びに市民窓口課職員のスキルアップ

　　　フロアマネージャー並びに市民窓口課職員のスキルアップを図るため，「総合案内用応対マ

　　ニュアル」を作成した。また，市民からの問い合わせ等に幅広く対応できるよう，月１回（第３

　　木曜日），各課から講師を招いて研修会を実施した。

10月 １１月 １２月 １月 ２月

税務課 保険年金課 高齢福祉課 社会福祉課 こども課

（２）健康管理システム更新にあわせた健診受付の円滑化

　　　健康管理システム（健康増進課）の更新に当たり，他のシステムとの連携やクラウド型採用等

　　に関する技術面での支援を行い，10月から，健診受診時の利便性向上等にもつながる新しいシス

　　テムを稼働することができた。

（３）公共施設インターネット予約拡充の方針確認

　　　茨城県が運用している公共施設予約システム更新のワーキングチームに参画。ワーキングの中

　　で他市町村の事例や次期システムについての情報収集を行うとともに本市での利用拡大について

　　の検討を行った。

目標到達度 目標達成 到達度 --- ％ 職員等のスキルアップが図られたため

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

232,320 8,386,446 8,618,766

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

100 0 0 0

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民 1人当たり（78,945人） 3 107 110

②

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 

来庁者数・伸び率
平日夜間：1,053人（対前年度比236人増，28.9％増）

休日開庁：620人（対前年度比40人増，6.9％増）
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行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート

基　本　方　針 ３ 効率的で質の高い市政を実現しよう

重 点 項 目 ５ 市民の視点から捉えた事務事業の総点検

推 進 項 目 ― 施設の有効活用

取 組 項 目 45 公共施設再編成の基本方針の推進【資産管理課・企画課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　施設の有効活用の観点から，少子高齢化の進行及び人口減少社会等に伴う公共施設の機能面

の乖離及び今後の公共施設更新に伴う財政負担を踏まえるとともに，公共施設の必要性の高い

機能を確保するため，「龍ケ崎市公共施設再編成の基本方針」を平成 24 年度に策定しました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　公共施設再編成の基本方針の基本的な考え方を踏まえ，公共施設の再編成を推進するため，

個別の施設の取扱などを具体的に定めた行動計画を策定し，行動計画に基づき個別の施設の見

直し及び官民連携を推進します。

　また，公共施設の長寿命化を図るため，各施設の修繕履歴等の情報のデータベース化を行い

ます。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　行動計画の策定・推進
行動計画の策定 行動計画 の推進

　官民連携の推進
官民連携の 推進

　公共施設の長寿命化の推進
長寿命化の 推進

達成目標
　公共施設再編成の基本方針に基づく行動計画が平成 25 年度に策定され，公共施設の機能面

や管理面の改善，再編成などを計画的に推進しています。

　また，各施設の修繕履歴等がデータベース化されています。

2　平成 26 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標

　・公共施設再編成の基本方針に基づく行動計画を策定し，市民と情報共有を行う。
・中央図書館及び市民活動センターの指定管理者制度の適用準備を完了する。

　・公共施設の保全に関する中期事業計画を策定する。

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど

（１）行動計画の策定・推進

　　①計画の策定

　　　公共施設の複合化や多機能化等について,計画登載施設の現状や進むべき方向性を整理し，第１

　　　期行動計画を策定する。

　　②検討組織の設置　

　　　個別施設の複合化等，再編成の具体的な手法については，所管課に加え，庁内外の検討組織を

　　　設置し，幅広い視点から検討する。

　　③市民との意見交換　

　　　市民と情報共有を行い，個別施設の再編成に向けた意見交換を実施する。

（２）官民連携の推進

　　　中央図書館及び市民活動センターの指定管理者制度の新規適用（H27～）に向けた準備を行う。

（３）公共施設の長寿命化の推進　

　　①公共施設の保全　

　　　公共施設の修繕時期について各所管課と緊急性，妥当性を協議し，中期5か年保全計画を策定

　　　する。また，保全計画に必要な情報（施設設備の耐用年数や修繕履歴等）のデータベース化，

　　　一元化について検討する。

　　②公共施設状況調査

　　　稼働状況，施設管理業務委託費等調査を行い公共施設の有効な利用や適切な管理を目指す。
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３　平成 26 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

□　順　調
■　概ね順調
□　遅れている
□　見直しが必要 

　平成 26 年9月に「公共施設再編成の基本方針に基づく第１期行動計画」を策定し
た。庁内外の検討組織の設置，ワークショップ等による市民との意見交換を行い，第
１期行動計画の推進に努めた。今後は，個別施設の見直しとなる再編成プランの検討
に加え，インフラまで含めた「公共施設等総合管理計画」の策定が課題である。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）行動計画の策定・推進                                        　 第１期行動計画→

　　①計画の策定

　　　計画への登載事業を整理し，第１期行動計画を策定した。

　　②検討組織の設置　　

　　　「公共施設等マネジメント推進委員会条例」を制定し，公共施設等マネ

　　　ジメント推進委員会の設置等，庁内外の検討体制を整えた。

　　(会議日程)公共施設等マネジメント推進委員会　2/25

　　　　　　  公共施設等マネジメント戦略会議　12/18，2/17

　　　　　　  ワーキング会議　11/20，12/19，1/23，2/26，3/23　　　　

　　③市民との意見交換　　

　　　市民フォーラム　開催日11/29　参加者120人

　　　市民ワークショップ　開催日12/21，1/31，3/1。最終回は平成27年6月

（２）官民連携の推進　　

　　　平成27年度からの中央図書館及び市民活動センターへの指定管理者制度の新規適用に向け，指

　　定管理者選定委員会による指定管理候補者の選定，第4回市議会定例会における指定議案の議決を

　　経て，各施設の指定管理者を決定した。決定後，4月からの管理運営のための協定締結及び引継業

　　務を行い，準備業務を完了させた。

　　・中央図書館…ｼﾀﾞｯｸｽ大新東ﾋｭー ﾏﾝｻー ﾋ゙ ｽ㈱ 　　・市民活動ｾﾝﾀー …NPO法人 茨城県南生活者ﾈｯﾄ

（３）公共施設の長寿命化の推進　

　　①公共施設の保全　　

　　　公共施設の修繕について各所管課と緊急性･妥当性を調整し，中期５か年保全計画を策定した。

　　②公共施設状況調査     

　　　適切な管理に資すため，稼働状況調査，施設管理業務委託費等の見直しを行った。これらの情

　　　報を追加し，施設カルテの更新を行った。また「公共施設マネジメント取組概要」を新たに作

　　　成した。

目標到達度 目標達成 到達度 --- ％ 第１期行動計画等

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

530,785 16,190,891 16,721,676

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

100 0 0 0

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民1人当たり（78,945 人） 7 205 212

②

③

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 

市民フォーラム参加者 120名

市民ワークショップ
参加者

公募市民11名，職員ワーキングチーム8名　合計19名
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行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート

基　本　方　針 ３ 効率的で質の高い市政を実現しよう

重 点 項 目 ６ 未来につながる安定した財政運営

推 進 項 目 ― 財政収支の把握・財政情報の公表

取 組 項 目 46 財政情報の公表【財政課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　財政情報の公表の観点から，予算・決算の概要を家計に例えてわかりやすく公表したり，予

算の編成過程を節目節目で公表したり，財務諸表などの財政情報を積極的に公表しました。

　また，財政規律の強化の観点から，「龍ケ崎市財政運営の基本指針等に関する条例」及び施

行規則を平成24年10月に施行し，この中で財政収支の見通しなどの公表を義務付けました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　財政状況に関して市民との情報共有を図るため，毎年度の当初予算の状況を含めた編成過程

及び歳入歳出決算の状況などを公表します。

また，単年度の財政状況だけでなく，長期的な視点から，財政収支の見通しについても公表

します。このほか，金融機関等に企業会計の分析手法を勘案した財政情報を提供します。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　当初予算の状況及び編成過程など

　の公表（条例第 6 条関連）

当初予算 などの公表

　財政収支見通しの公表

　（条例第17条関連）

財政収支 見通しの公表

　企業会計を勘案した財政

　情報の提供（条例7条関連）

財政情報の 提供

達成目標
　当初予算の編成過程の状況などが公表され，財政状況について市民と共有化が図られていま

す。

2　平成 26 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

　財政運営の基本指針等に関する条例及び施行規則に基づく財政情報の公表について，より市民に分
かりやすい詳細な情報に更新し，透明性の高い財政運営を行います。

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

（１）【条例第６条関連】

　　　当初予算編成過程における予算要求・査定状況の推移について，これまでの一般会計款別・会計別等に加

　　えて，各事業別の要求・査定状況の推移についても公表していく。

　　　公表の際は、事業の内容がわかりやすい公表に留意する。

（２）【条例第１９条関連】

　　　公共施設の整備で総事業費が１億円以上，社会基盤施設の整備で総事業費が２億円以上見込まれる事業に

　　ついて，投資的経費・経常的経費・更新費用といった事項を基本に財政運営への影響額を試算し，その試算

　　結果を公表していく。

　　　中期事業計画提出時に対象事業の試算シートを作成してもらい、ヒアリング等の中で影響額を試算する。

　　　中期事業計画公表時にあわせて財政運営影響額も公表する。
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３　平成 26 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

■　順　調
□　概ね順調
□　遅れている
□　見直しが必要

　例年公表している当初予算要求・査定状況に加えて，新たに事業別要求・査定状況
の資料を作成し，市公式ホームページにて公表した。財政状況の公表については，市
民との共有が図られるよう，分かりやすい内容に留意する必要がある。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（1）【条例第 6 条関連】

　　　他自治体の事例を調査・研究し，事業別要求・査定状況の公表形態について検討を行った。そ

　　の上で，平成 27 年度当初予算編成過程の公表から，これまで公表している会計別，一般会計款

　　別の要求・査定状況と併せて，新たに一般会計における全ての歳出事業について，【一般会計歳

　　出事業別】要求・査定状況の資料を作成し，市公式ホームページにて公表を行った。

（2）【条例第 19条関連】

　　　中期事業計画提出時において，対象事業に係る試算シートを所管課にて作成してもらい，今後

　　の影響額試算の参考資料とした。

　　　また，実際に当初予算に計上される該当事業について，事業概要・財政運営影響額・事業の目

　　的及び社会的便益等をまとめた，「龍ケ崎市財政運営の基本指針等に関する条例第 19条及び同

　　条例施行規則第 11 条の規程による「財政運営影響額」の公表資料」を，平成 27 年度当初予算編

　　成過程と併せて，市公式ホームページにて公表を行った。

目標到達度 目標達成 到達度 --- ％ 財政情報の公表

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

0 449,274 449,274

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

100 0 0 0

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民１人当たり（78,945人） 0 6 6

②

③

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 
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行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート

基　本　方　針 ３ 効率的で質の高い市政を実現しよう

重 点 項 目 ６ 未来につながる安定した財政運営

推 進 項 目 ― 中期財政計画の策定・推進

取 組 項 目 47 中期財政計画の推進【財政課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　財政健全化プランの策定・推進の観点から，基礎自治体としての責任と役割を果たすととも

に，持続可能な行政運営を担保する柔軟な財政構造を構築するため，「龍ケ崎市第 3 次財政健

全化プラン」を平成 22 年 5 月に策定し，財政健全化に関する取組を推進してきました。

　また，財政規律の強化の観点から，「龍ケ崎市財政運営の基本指針等に関する条例」及び施

行規則を平成24年10月に施行し，当該条例及び施行規則の中で財政運営の目標を達成及び維

持するため，「中期財政計画」を平成24年度に策定しました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　財政力の向上を図るため，財政指標を用いて 5 つの目標を定めた，中期財政計画を推進しま

す。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　中期財政計画の推進
中期財政 計画の推進

達成目標 　中期財政計画で定めた 5 つの目標を達成しています。

2　平成 26 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

　中期財政計画で定めた５つの財政運営目標のうち積立金残高比率の目標値（35％以上）を達成しま
す。

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

　　

　自主財源を含めた歳入の確保と適正な歳出予算の執行により，H26 当初予算段階の財源不足を解消するととも

に，H25 年度ベース（500,000,000 円）の財政調整基金への積み増しのための財源確保に努める。

 

 【参考】　H25 積立金残高比率　34.6％
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３　平成 26 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

□　順　調
■　概ね順調
□　遅れている
□　見直しが必要 

　平成 25 年度の決算が良好であったことから，財政調整基金繰入の解消と新規積立
予算の財源を確保することができた。今後も，経常経費の縮減や予算の適正執行，市
税徴収率の向上に取り組み，積み立てを行うための財源の確保に努めていく。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

　平成 26 年度当初予算段階で財源不足のため 300,000 千円の財政調整基金繰入金を予算計上して

いたが，9 月補正で平成 25 年度の決算における実質収支（1,265,485 千円）を活用し，財政調整基

金繰入を解消するとともに，新たに 300,000 千円の積立予算を計上した。

　また，3 月補正において，各事業の決算見込から算出された不用額などから積立財源を確保し，財

政調整基金へ 300,000 千円の積立予算を計上した。

　さらに，3 月専決においても，今後の公共施設等の更新などに係る経費への財源として，公共施設

維持整備基金へ 160,000 千円，義務教育施設整備基金へ 60,000 千円の積立予算を計上し，平成

26 年度末の積立金残高比率は，40.6％となった。

　

　（中期財政計画目標値の達成状況）　                                                      H27.10.5時点

項　　目
H24

（ベース値）

H28

（目標値）
H25 H26

基礎的財政収支 20億円の黒字 黒字 20億円の黒字 －

経常収支比率（%） 93.5 90.0 91.2 90.4

積立金残高比率（%） 25.7 35.0 34.6 40.6

実質債務残高比率（%） 211.7 180.0 223.8 219.2

社会資本形成の将来世代

負担比率（%）
30.3 30.0 31.3 －

目標到達度 目標達成 到達度 100 ％ 積立金残高比率の目標値

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

0 74,879 74,879

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

100 0 0 0

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民一人当たり（78,945人） 0 1 1

②

③

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 
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